
 

栄町中小企業等応援給付金申請ガイド 
 

 

 

【受付期間】 令和２年６月１０日～８月３１日まで 
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給付金の目的 

 新型コロナウイルス感染症拡大による、緊急事態宣言にともなう外出自粛や営業自粛要請により

大きな影響を受けた中小企業者や個人事業主の、町内での事業継続を下支えするために、事業全般

に活用できる給付金を給付するものです。 

給付額 

町内で事業を営む中小企業者、個人事業主に対し給付金として１０万円を給付します。 

さらに飲食店については加算金として５万円を併せて給付します。 

ただし、申請は１事業者につき１回限りです。 

対象事業者と対象業種 

中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項で定義された中小企業者及び個人事

業主（以下、中小企業者） 

①中小企業者の範囲

業 種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数 

ア 卸売業 １億円以下 １００人以下 

イ サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

ウ 小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

エ 製造業、建設業、運輸業、

その他の業種 

３億円以下 ３００人以下 

②対象となる業種分類

日本標準産業分類上の大分類（Ｃ～Ｒ）に表記された業務

※大分類に分類されている業種であっても以下にあてはまる業種等は対象外とします。

・中分類９１番以降の業種

・公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある業務

※以下の者は、支給の対象になりません。（中小企業基本法による定義）

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動（ＮＰＯ）法人、一般社団・財団法人、公益社団・

財団法人、学校法人、宗教法人、農業組合法人、農業法人（ただし、会社法の会社又は有限 

会社は対象）、有限責任事業組合（ＬＬＰ）、組合（農業協同組合、生活協同組合、中小企 

業等協同組合法に基づく組合等） 

６月２９日より要件を拡大しました。（５ページをご覧ください） 
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給付要件 

 

（１）申請時、町内で事業を営んでいること。ただし、令和元年分確定申告してあること。 

（２）新型コロナウイルス感染症拡大により、売上高が前年同月と比較して３０％以上減少 

していること。 

※令和２年１月から７月のうち任意のひと月とその前年の同月を比較。 

   ※同月比較が困難な場合（令和元年８月以降に開業した場合など）は、年間収入の月平均 

額との比較で算出 

（３）支給を受けようとする事業を行う者が（法人その他の団体にあっては、その役員等）栄町 

暴力団排除条例に該当しないこと。 

なお、必要に応じて、法人及び役員の情報を、千葉県警察本部に照会することもあります。 

 

申請の提出について 

 

 申請書及び添付書類をまとめて封入し、栄町商工会へ郵送か持参。 

  栄町商工会（役場４階） 〒２７０－１５１５ 栄町安食台１丁目２番 

 ※感染症拡大防止の観点から、対面での相談は行いません。不備等は電話にて連絡いたします。 

※郵送については、簡易書留等ご利用ください。経費は申請者にご負担いただきます。 

 申請受付期間：令和２年６月１０日（水）から８月３１日（月）１７時まで 

（１）申請書の入手方法 

①町ホームページ「ビジネス・産業⇒栄町中小企業等応援給付金」内からダウンロードしてくだ

さい（ワード形式） 

 ②役場４階産業課、商工会窓口 

（２）添付書類（申請者が用意する書類等） 

①令和元年分確定申告書類の写し（法人の場合は、法人事業概況説明書、個人事業者の場合は青色

申告決算書または収支内訳書も含む） 

 ※昨年の月別売上額を確認するために必要です。 

 ※白色申告の方は、月別の収入が分かるものも提出してください。 

②減収月の収入額が分かる売上台帳等の書類の写し 

※申請書の『減少した月の売上額 Ａ』を確認するため必要です 

③通帳の写し（名義人と銀行支店名、口座番号が確認できるもの、通帳の表面及び１、２ページ目） 

※電子銀行の場合、画面コピーで可 

なお、振込先は、申請者の名義のみ有効とします。 

④個人事業主の場合は申請者本人の写真付きの身分証明書写し 

（マイナンバーカードや運転免許証（両面）など） 

⑤令和元年に開業した方は、開業したことを証明できるもの。 

 

申請書および添付書類を提出する際には、記入漏れや添付漏れがないか、再度確認してから提

出して下さい。（申請書裏面のチェックリストを活用して確認してください） 

書類に不備があると、再提出を必要とするなど、手続に時間がかかってしましますので、ご注

意ください。 
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申請から給付金の交付までの流れ 

 

１．申請書を町ホームページ等から入手 

２．添付書類の作成、用意 

３．申請書に必要事項の記入 

４．申請書等を栄町商工会へ提出（商工会会員以外も含め） 

５．商工会は、提出された書類の不備等ないか確認し、書類を産業課へ回付。 

６．産業課において書類の確認後、不備不足が無ければ給付金決定通知書を郵送 

  ※５、６で書類不備等があった場合、申請者に連絡します。 

７．指定の振込口座へ支援金を振り込む 

※振込み準備ができましたら、文書にて通知します 

  ※口座名義は、法人にあっては法人名義、個人にあっては事業主名義の通帳 

  以上の流れで完了【別紙フロー図参照】 

 

その他 

 

（１）給付金の申請に際し、虚偽の申請や暴力団等への資金流出が判明した場合は、返金していた 

だきます。 

（２）給付金の課税上の取扱いについて 

   国税庁より、今回の給付金は事業所得の対象となると示されています。 

   ただし、給付金は１年間の収入として算入しますが、必要経費を差し引いて収支が赤字にな 

る場合や、収支が黒字であっても医療費控除などの所得控除を差し引いた残額がない場合な 

どには、所得税は生じません。 

 

問合せ先 

 

  給付金全般について…栄町産業課 ０４７６－３３－７７１３ 

  申請書提出について…栄町商工会 ０４７６－９５－０２４５ 

  問合せは、月曜日から金曜日（祝祭日は除く）８時３０分～１７時まで 
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６月２９日より給付金の対象を以下のとおり拡大しました。 

 

○対象事業者 

町内に事業所を持つ次の法人等 

 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人 

 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条第２項に規定する医療法人 

特定非営利活動促進法(平成１０年法律第７号)第２条第２項の特定非営利活動法人 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第２条第１号に規定す

る一般社団法人等 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第２条第３号

に規定する公益法人 

組合等（企業組合、農協等、中小企業信用保険法に定めてあるもの） 

 

○申請書の提出について 

 給付の要件として平成元年分確定申告書を提出していることになっているが、公益法人等及び法

人税法以外の法律により公益法人等にみなされる法人であるため確定申告を要さない法人につい

ては、代わりに以下１及び２の書類を添付し、減収対象月と前年同月の収入を比較し、３０％以上

減少していれば対象となります。 

※この場合の収入とは、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等でいう営業

外収益にあたる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入（公益法人等の場合、国や地方

公共団体からの受託事業による収入を含む。）のみを対象とします。 

※「会費」は収入に含めることができます。 

 

１ 履歴事項証明書または根拠法令に基づき法人等の設立について公的機関に認可等されたこと

がわかる書類 

２ 直前の事業年度の収入や事業実績を確認する書類 

  【例】 

法人種別 年間収入等の確認書類 

社会福祉法人 事業活動計算書 

特定非営利活動法人 (特定非営利活動に係る)事業報告書 

公益法人 正味財産増減計算書 

 

この他、本ガイドに記載された添付書類を必ず添付してください。 

（書式は問いません） 
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給付金についてのＱ＆Ａ 

 

Ｑ１ 私は、栄町に住んでいませんが、町内で、飲食店を営んでいます。この給付金の対象となり

ますか？ 

 

Ａ はい。対象となります。 

 今回の給付金は、栄町内で事業を営んでいる事業者の事業の継続を支援することが目的ですので、

事業主の住所が町外であっても、店舗等が町内にあり営業されていれば給付対象です。 

 

Ｑ２ 私は、成田市に店舗を借りて事業を行っていますが、住所は町内にあります。給付金の対象

になりますか？ 

  

Ａ 申し訳ありません。対象となりません。 

 今回の給付金は、栄町内で事業を営んでいる事業者の事業の継続を支援することが目的ですので、

町内での事業実態がない事業者の方は支援の対象となりません。 

  

Ｑ３ 私は、業務の形態上、店舗を持たないので、町内の自宅を事務所として事業を営んでいます。 

 この場合は、支援の対象となりますか？ 

 

Ａ はい。対象となります。 

 サービス業など店舗を持たない業態で、主たる事業所を町内として届けている事業者の方は対象

となります。 

  

Ｑ４ 添付する書類について詳しく教えてください。 

 

Ａ 添付書類については、法人、個人によって種類に違いはありますが、事業の実態や収支額の確

認をするため必ず添付してください。 

①令和元年分確定申告書類の写し 

 法人の場合…確定申告書表一と法人事業概況説明書（両面） 

 個人事業主の場合…（青色申告者）確定申告書表一、青色申告決算書 

          （白色申告書）確定申告書表一、収支内訳書 

 ※事業形態や昨年の収入額等を確認するために必要です。  

  ｅ－Ｔａｘを通じて申告をされている場合、これに相当するものを提出してください。 

②減収月の収入額が分かる売上台帳等の書類の写し   

 書式の指定はしませんので、経理ソフトやエクセルデータを出力したものでも構いませんが、対

象月のデータと明記されていること。 

③通帳の写し 

 支店名や口座名義人（フリガナ）に不備があると、銀行で受け付けてもらえないため、正確な情

報が必要です。 

 そのため、通帳の表紙（銀行名、名義人、口座番号）や１、２ページ（カタカナ氏名、支店名）

が必要となりますので、その写しが必要となります。 
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④個人事業主の場合は申請者本人の写真付きの身分証明書 

 本人確認のために必要です。（運転免許証、マイナンバーカードなど） 

⑤令和元年に開業した場合、開業したことを証明できるもの。 

開業時に税務署に提出した『開業届』が手元にあればその写しを、無い場合は、営業許可証や賃

貸借契約書などの写しやオープンした時のチラシや画像など、開業した事実が分かるものを添付し

てください。 

 

Ｑ５ 私は、町内で２つの事業所で、異なる業態の事業を営んでいます。この場合は、２０万円を

申請できるのでしょうか？ 

 

Ａ いいえ 給付金は、申請者（事業主）１件につき１０万円となり、店舗数や業態の種類数に応

じて、加算される事はありません。 

 

Ｑ６ 私は、今年に入り栄町で開業したのですが、申請できるのでしょうか？ 

 

Ａ いいえ 申し訳ありませんが、今年開業した場合、減収の原因が新型コロナウイルス感染症の

影響と断定できないため、申請はできません。 

 

Ｑ７ 私は個人事業者ですが、事業などの収入の他、駐車場の賃貸収入などがあります。この場合

対象となりますか？  

 

Ａ 収入は、確定申告書の｢事業収入（農業は除く）｣の部分で判定します。ですから、不動産収入

や雑収入に計上されたものは対象外になります。 

 

Ｑ８ 私は、国の持続化給付金を受けた事業者ですが、栄町の給付金も受けられますか？ 

 

Ａ 本給付金の対象事業者で給付要件に該当する事業者であれば、他の給付金や融資制度を利用し

ていても対象となります。 

 逆に国や県の給付金等を給付されていても、本給付金の対象事業者や給付要件などに該当しなけ

れば給付できません。 

 

Ｑ９ 給付要件に、売上高が前年同月と比較して３０％以上減少しているとありますが、どのよう

に判断するのでしょうか？ 

 

Ａ 例えば、令和２年の１月から７月の売上高のうち５月の売上高が５０万円だったとします。 

このときの比較対象月は令和元年５月で、売上高が９０万円であった。 

これを、申請書の計算式に当てはめます。 

【減少した月の売上額 Ａ】には令和２年５月分の売上 ５０万円 

【Ａの前年同月の売上額 Ｂ】には前年５月の売上 ９０万円とし 

９０万円－５０万円＝４０万円⇒４０万÷９０万円＝０．４４４４… 

０．４４４４…×１００＝４４．４４⇒４４．４４％で３０％以上の減少を満たしている 

となります。 
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Ｑ10 売上の減少を比較するのは、対象月の前年同月とありますが、昨年の９月に町内で事業を始

めたため、減少した月が４月だった場合、どのように計算すればよいのでしょうか？ 

 

Ａ 令和元年１月から７月分を売り上げ減少を図る対象期間としていますので、比較対象となる月

に売り上げがなかった場合は、昨年の年間売上を営業月数で割った平均月収額を比較する売上高と

して計算してください。 

例  昨年の売上                     令和２年４月の売上 

９月 10月 11月 12月 平均（Ｂ） ４月（Ａ） 

1,000,000 1,100,000 1,400,000 1,600,000 1,275,000 700,000 

 

あとは申請書の計算式に当てはめ計算すると…４５％となりますので減少率はクリアです。 

ただし、昨年、町内で創業（開業）した時期を客観的に証明できる書類が必要となります。 

（Ｑ４の⑤を参照） 

 

Ｑ11 申請書は、商工会へ提出すればあとは何もすることはないのですか？ 

  

Ａ 商工会では申請書と添付書類を元に、給付要件に当てはまっているかを確認します。 

 申請内容に不備等なければ、その書類は産業課に転送し、確認、振込み事務へと進み、ご指定の

口座へ振り込まれる流れとなります。仮に、書類の不備等があった場合は、産業課より連絡します

が、手続に時間を要するので、申請前によく確認をお願いします。 

 なお、申請書等の提出は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだけ郵送して

いただくようお願いいたします。（電子申請については行いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要注意事項 

給付金に関して、申請書類等に不備・不足があった場合、『役場産業課』もし

くは『栄町商工会』から、電話連絡することがあります。 

その場合は、折り返し申請者様からのご連絡を求めることもございます。 

 不審な連絡があった場合、即答せず折り返し連絡いただきますようお願いしま

す。 

※振り込み口座に不備の場合、至急確認が必要になり、振り込みが大幅に遅れる

場合もありますので、銀行名、通帳番号、名義人の名前【特にフリガナ】の間違

いには注意してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業主 

・申請書の入手 

・申請書の作成 

・添付書類の用意 

②栄町商工会 

・給付要件の確認 

・添付書類の確認 

・確認後書類を役場へ送付 

・申請書、添付書類の確認 

・交付決定通知送付 

・口座振込事務 

申請書・認定書等の提出 

交付決定通知の郵送 

④指定口座への振り込み 

③役場 

(産業課) 

栄町中小企業等応援給付金 

～給付までの流れ～ 

窓口での相談は、なるべく控えて下さい 


